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１ 次期福岡市農林業総合計画の策定について 
 

現計画の期間が令和８年度までとなっていることから、今後、次期計画の策定に着手する。 
 
１ 農林業総合計画の位置づけ 

    ・福岡市基本計画の農林業振興における部門別計画 
・福岡市の農林業振興の総合的な指針  
※国及び県等の農林業振興に関する計画と整合性のあるものとする。 
※福岡市の他の部門別計画と連携した計画とする。 
※「ふくおかさん家のうまかもん条例」に関連する施策の推進を図るものとする。 

 
２ 次期計画期間 

令和９年度～13 年度までの５か年 
 

３ スケジュール（予定） 
福岡市農林業振興審議会に対し計画策定の諮問を行い、審議会（分科会）における 

審議を経て、議会報告及びパブリックコメントを実施の上、策定する。 
 

年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

月 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4～6 

内容                  

    ※分科会は「農業」、「林業」の２分野に分けて設置 

 

（参考）福岡市農林業振興審議会の概要 
○根拠法令 

福岡市附属機関設置に関する条例、福岡市農林業振興審議会規則 
○委員 

22 人以内（学識経験者、関係農林業団体代表、市議会議員等で構成） 
○所掌事務 

市長の諮問に応じ以下の事項について審議し、その結果を市長に答申する。 
・農林業総合計画に関すること 
・農業振興地域整備計画に関すること 
・その他農林業の振興上市長が必要と認める事項に関すること 
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２ 次期福岡市水産業総合計画の策定について 
 

現計画の期間が令和８年度までとなっていることから、今後、次期計画の策定に着手する。 
 
１ 水産業総合計画の位置づけ 

    ・福岡市基本計画の水産業振興における部門別計画 
・福岡市の水産業振興の総合的な指針  
※国及び県等の水産業振興に関する計画と整合性のあるものとする。 
※福岡市の他の部門別計画と連携した計画とする。 
※「ふくおかさん家のうまかもん条例」に関連する施策の推進を図るものとする。 

 
２ 次期計画期間 

令和９年度～13 年度までの５か年 
 

３ スケジュール（予定） 
  福岡市水産業振興審議会に対し計画策定の諮問を行い、審議会（分科会）における 
審議を経て、議会報告及びパブリックコメントを実施の上、策定する。 

 

年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

月 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4～6 

内容                  

    ※分科会は「漁業・養殖・環境・集落」、「消費・流通・加工」の２分野に分けて設置 

 

（参考）福岡市水産業振興審議会の概要 
○根拠法令 

福岡市附属機関設置に関する条例、福岡市水産業振興審議会規則 
○委員 

23 人以内（学識経験者、水産関係団体代表、市議会議員等で構成） 
○所掌事務 

市長の諮問に応じて水産業の振興発展に関し必要な事項を調査審議し、 
その結果を市長に答申する。 
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３ 食肉市場の冷却設備更新工事について 

 

１ 現状 

 

１ 食肉市場の概要 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
２ 冷却設備の更新工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
冷蔵室内 

用途 と畜後の食肉の保管・加工 

冷蔵室数 29 室 

冷却設備（室内機）数 ６３基 

 

〇 冷却設備については、維持管理の中で適切に補修しながら使用してきたが、設備の老朽

化が進み、更新が必要であることから、市場運営に影響を与えないよう、更新手法について

検討 

〇 既存の冷却設備は全館空調方式であり、更新には長期間の休場を要するため、冷蔵室ご

とに個別に冷却する方式へ変更 

〇 工事期間は約５年（室内工事は盆、年末年始の休場日に実施） 

 

令和８年度      実施設計 

令和９～13 年度  冷却設備更新工事 ・・・概算工事費：約２０億円（市直営工事） 

 

〈冷却設備の状況〉 

 
全景 

管理棟 

本館棟 
と畜解体室 

冷蔵室 

〈更新工事イメージ〉 

※平成１２年に現地へ移転後２５年経過 

 取引状況 
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